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令和６年能登半島地震を踏まえた水道局の災害対応について 

 
 令和６年能登半島地震を踏まえた課題と対応については、令和６年９月 19 日の常任委員会

で報告を行いました。 
その後、課題を踏まえた取組として、民間団体や企業との連携につながった内容や災害拠

点病院等の給水管の状況などについて報告します。 
 
１ 機械・電気設備等の応急措置に関する協定                         

 

⑴  概要 
能登半島地震では、電力通信ケーブルの断線や薬品注入設備の配管損傷等の被害があ

り、施設の応急復旧に遅れが生じました。復旧に従事した職員からは、応急復旧のため、

資機材の運搬や復旧にあたる人員が不足し、局職員だけでは迅速な復旧が困難であると

の報告を受けました。 
そこで、災害時に市内事業者と協力して水道施設の機械・電気設備等を迅速に復旧でき

るようにするため、一般社団法人横浜管機設備協会と協定を締結しました。 
 

   協 定 名 称： 災害時における水道施設等の応急措置に関する協定 

   協定の相手先： 一般社団法人 横浜管機設備協会 

   締結年月日： 令和６年 12 月 23 日 

   協定の内容： ○災害時における水道施設の機械・電気設備等の応急措置活動 

           ○応急措置訓練の実施 

          

⑵  今後の取組 

情報連絡体制の整備や、水道施設の理解を深める研修、 

水道局が保管する災害復旧資機材の運搬訓練を合同で行

うことで、災害時の迅速な応急復旧につなげていきます。 

  

資料－２ 

下水道河川・水道・交通委員会資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 1 3 日 

水 道 局 

写真１ 横浜管機設備協会との協定締結式 
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２ 民間タンクローリー車を活用した応急給水に関する協定                   

 

⑴  概要 

   能登半島地震では、全国各地の水道事業体による応急給水のほか、水道事業体と協定を

締結した民間事業者による運搬給水も行われました。本市では、災害時給水所の整備のほ

か、他都市水道事業体や横浜市管工事協同組合との協定締結等、災害時等の飲料水を確保

する取組を行っていますが、災害等への備えでは、より多くの関係者と協力関係を構築し

ておくことが重要です。 

  そこで、運搬給水をより迅速かつ効率的に行うため、飲料水用の大型タンクローリー車

を保有している横浜運送株式会社と協定を締結しました。 

 

   協 定 名 称： 災害時等における応急給水に関する協定 

   協定の相手先： 横浜運送株式会社 

   締 結 年 月 日： 令和７年３月６日 

   協 定 の 内 容： ○災害時等の運搬給水による応急給水支援活動 

           ○充水、応急給水、情報受伝達訓練の実施 

 

⑵ 今後の取組 

  情報連絡体制の整備や応急給水訓練等を合同で実施すること

で、災害時等の新たな飲料水確保の手段を構築し、円滑な運搬給

水につなげていきます。 

 

 

３ 災害時における病院への給水                               

 

⑴ 病院の給水管の調査 

能登半島地震では、多くの病院において、停電・断水等により入院診療に制限が生じた

ため、本市における重要施設である病院（116 施

設）について、管路の分岐部から受水槽まで（図

１:点線部）の給水管の種類や口径、設置年度等

について調査を実施し、現状把握を行いました。 

なお、当局所有の配水管については、前回

（令和７年２月 13 日）の常任委員会でご報告し

た「上下水道連携による水道施設耐震化の取組

について」のとおり、順次耐震化を進めていま

す。                   

 

⑵ 病院の給水管の耐震性 

水道管の耐震性能については、国の「管路の耐震化に関する検討報告書」等に記載があ

りますが、対象は配水管などの基幹管路となっており、給水管を対象とした基準はありま

せん。このため、今回の調査においては耐震性の評価には至りませんでした。 

写真２ 横浜運送(株)の 

タンクローリー車(９ｔ） 

図１ 配水管と給水管の違い 
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⑶ 応急給水方法 

災害拠点病院及び救急告示医療機関について

は、耐震化された消火栓から病院敷地内の受水槽

までを給水ホースでつなぎ、応急給水を行います。 

また、それ以外の病院を含めた重要施設につい

ては、市区災害対策本部からの要請により、給水車

等を活用して運搬給水を行います。 

 

 

 

 

⑷ 今後の取組 

給水管の耐震基準を明確に定義するとともに、受水槽までの給水管を、耐震基準を満た

した管に指定できるよう、国へ要望します。 

耐震基準が定義された場合には、国の方針に基づき、耐震性強化のメリットについてお

知らせしていきます。  

なお、発災時における病院への給水について、引き続き医療局と連携して検討していき

ます。 

 

図２ 災害拠点病院、救急告示医療機関 

への応急給水（イメージ） 
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